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平成27年度横浜市自動車事業会計予算

　 （総　則）

第 １条　平成27年度横浜市自動車事業会計の予算は、次に定めるところ

による。

　 （業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　　　　　　　　　車両数　年間走行キロ　 年間輸送人員 　 １日平均輸送人員

　⑴　一 般 乗 合　 793 両　29,397,000㎞　120,653,000人 329,600人

　⑵　市 内 遊 覧　　 2 両　　　34,000㎞　　　 20,000人 55人

　⑶　貸　　　切　  15 両　　 686,000㎞　　1,227,000人 3,400人

　 （収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　入

　第１款　自 動 車 事 業 収 益 21,700,270 千円

　　第１項　営 業 収 益 20,849,552 千円

　　第２項　営 業 外 収 益 850,718 千円

支　　　　　　　出

　第１款　自 動 車 事 業 費 21,093,646 千円

　　第１項　営 業 費 用 20,248,275 千円

　　第２項　営 業 外 費 用 825,371 千円

　　第３項　予 備 費 20,000 千円

　 （資本的収入及び支出）

第 ４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的
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収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,198,690 千円は、過年度

分損益勘定留保資金等で補填するものとする。）。

収　　　　　　　入

　第１款　自動車事業資本的収入 1,286,742 千円

　　第１項　企 業 債 1,200,000 千円

　　第２項　国 庫 補 助 金 80,907 千円

　　第３項　一 般 会 計 補 助 金 5,835 千円

支　　　　　　　出

　第１款　自動車事業資本的支出 3,485,432 千円

　　第１項　建 設 改 良 費 2,181,167 千円

　　第２項　企 業 債 償 還 金 1,304,265 千円

　 （企業債）

第 ５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次

のとおりと定める。

　⑴　起債の目的  バス車両の購入費等に充てるため。

　⑵　限 度 額 1,200,000 千円

　⑶　起債の方法 ア　市債証券の発行または普通貸借の方法による。

　　　　　　　　　　イ　 起債の時期は平成27事業年度。ただし、その

全部または一部を翌年度以後に繰り越し、起

債することができる。

　⑷　利　　　　率　年 5.0％以内

　⑸　償還の方法 ア　 起債年度の翌年度から据置期間を含め、30年

以内に償還する。ただし、本期間中、未償還

額の範囲内において借り換えることができる。

　　　　　　　　　　イ　 公的資金を借り入れる場合は、その融通条件
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による。

　 （一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、3,000,000 千円と定める。

　 （予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 ７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。

　⑴ 　消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び

営業外費用の間の流用。

　 （他会計からの補助金）

第 ８条　事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

382,169 千円である。

　 （たな卸資産購入限度額）

第９条　たな卸資産の購入限度額は、200,000 千円と定める。

　 （重要な資産の取得）

第10条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

　　　　　　　　　　　　　　　種　類　　　　名　　称　　　数　量

　⑴　取得する資産　　　　車　　　両　　バ ス 車 両　　 54両

　　　平成27年２月10日提出

 横 浜 市 長　 林　　　　文　子　


